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-1 1 9 -

」轟



OIJ議長(伊藤幸太郎君) 本日の出席議員数 25名、乙れより第 1回

市議会定例会第 3日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元ez:配付の日程表はより行います。

行政一般通告質問

。副議長(伊藤幸太郎君) 日程第 1、乙れより通告による行政一般質

問を行います。

質問の方法等は昨日と同じであります。

乙れより順次発言を願います。

2番議員田沢勝信君。御登壇願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇)

02番(田沢勝信君) 私は、すでに通告しであります 3点にわたり御

質問を申し上げます。

第 1点は、市民の負担の増加に係る問題であります。

小さな第 1点目として、国民健康保険税引き上げの問題についてお尋

ねいたします。

昨日以来、質疑がされているわけですが、当市の国民健康保険の現状

をうかがうとき、その特徴というものは、 1つには被保険者申lと占める

擢病率の高い高年齢者層の比率が高く、そのために他市と比べ税負担も

県下 28市中 3番目 lと高い乙と、 2つには景気のなだらかな回復と一般

的にはいわれるもののその思恵に浴していない担税力の弱い世帯が多い

という乙と、 3つ自には担税力が弱い、税が高いという乙とに追い打ち

をかけるような国の補助金削減があり、なお一層の市民の負担の増加、

悪循環を続ける国保税の徴収率の低下があるわけです。

被保険者の国保税の負担の重圧というものは、その限界に近いものに

なっていると判断しているのは、昨日来の質疑から見ましでも私一人だ

けではないということがおわかりいただけると思うのです。市長から提

案されている 61年度の国民健康保険の予算案を見てみますと、財政調

整基金から 10 0 0万円の繰り入れを行い、被保険者の税負担の緩和を

図ろうとしている姿勢をうかがう乙とができますが、推定される国保税

の引き上げを考えた場合、いまだ憂慮にたえないものがございます。な
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お、一層国保税の負担を積和するためでき得るすべての乙とを検討して

いただきたいわけでございます。

そ乙で、再三の重なる質問になりますが、

しはどうか御説明願います。

あわせて、 60年度会計からの繰越金、乙の繰越金について昨日の説

明では見込めない、ゼロだという乙とでございますが、国保財政調整基

金から 70 0 0万円の繰り入れしかないとすれば、 61年度の国保税の

引き上げは 24%から 25 %の引き上げになるものと推定できるわけで

ございますが、市長は国保税の引き上げはどのようになるとお考えです

6 0年度の国保の決算見通
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次lと、小きな第 2点、育児手当金支給の廃止についてお尋ねいたした

いと思います。

国民健康保険財政からの保険給付として医療給付のほかに助産費、育

児手当金というものがございます。新生児誕生とともに国保から助産費

として 10万円、育児手当金 60 0 0円が同時に給付されていたわけで

ございます。千葉県下にあって当市の国保の被保険者の税負担が高いと

いわれる申で、助産費 10万円の支給は県下同額でございますので、そ

れは別にいたしましでも、館山市lζ は育児手当金の 60 0 0円給付があ

るんだという側面もあったと思うのです。と乙ろが、市長は 61年度か

らは助産費は 3万円引き上げるが、育児手当金支給については県内各市

の支給状況、近隣市町村が廃止の方向にあるとして当市でも廃止すると

いう提案をされています。

しかし、乙の提案には幾つかの問題がある乙とを指摘せざるを得ませ

ん。 1つには、助産費、育児手当金の給付は健康な体で健康な子供を産

み育てるための被保険者の負担を軽くしようというものであります。疾

病lと係る給付と違って他の施策によって、例えば、健康づくり等によっ

てその支出全体を抑制される乙とが望ましいんだというものではないか

らであります。 2つには、新生児誕生にあたりその分娩費用、その後の

育児費用について現実に被保険者が負担しなければならない費用と国保

から給付される額の聞には大きな隔たりがあるわけです。安心して子供

を産み育てるという状況にはほど遠い給付でしかないというのが現実で
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あります。被用者保険では乙の現実を認め、分娩lζ伴う給付を 15万円

から 20万円lζ引き上げているわけであります。

そ乙でお聞かせ願いたいと思いますが、国保の被保険者の出産時に係

る分娩費用、あるいはその直後の育児費用は現実にどのくらいの出費負

担になっているか把握がありましたらお聞かせ顕います。

次lと、小さな第 3点目、幼稚園の入園料、保育料の値上げについて、

幼稚園の入園斜、保育斜については国の基準に沿って値上げし、市民の

負担を求めていくんだという乙とでありますが、安房郡市の市町村の申

にあっては必ずしも国の基準どおりの負担ではなくなっております。利

用者の負担軽減という乙とからかなり政策的lと設定できる入園料、保育

桝という感じもするわけです。

当市の園の基準どおり値上げしていくというその根拠について、市長

はどのようにお考えかお閣かせ願います。

第 2点目の質問tと移ります。第 2点目は、水道問題についてでありま

す。

まず、小きな 1点目として、船形、郵古地区の住民が利用している三

芳水道の渇水対策の現状と今後の対策についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

前回の三芳水道の渇水のときは、朝夷水道及び市の水道から応援を受

けながらも時間給水、一部断水にまで追い込まれてしまいました。今回

はダム下流の111から水を扱み上げ、その対策をしているわけですが、間

もなく田植えの時期に入り、JIfからの汲み上げも一定の制限がされてく

る乙とが想定されるわけであります。今 1つは、前回急逮援助をお願い

した朝夷水道も今回は渇水対策を行っているという事情もあります。

乙れらの状況を踏まえ、現在の三芳水道の渇水対策、今後の対策はど

のようにやられるのかお聞かせ願います。

次lζ 、水道問題の小さな 2点目、館野、九重の未給水地区解消対策の

現状と今後の対応策について、館野、九重の未給水地区への水道布設は

市の重大な課題である乙とは申し上げるまでもございません。乙れまで

水源の調査、試掘を終え、井戸の揺削、浄水場設備の布設という具体的

段階に至って現在中断という状況でとぎいます。
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現在の水源を用いた場合、近鴎の一部の地区住民の井戸lζ影響が出る

という乙とから工事の同意が得られていないという乙とでありますが、

その辺の事情につきまして、あるいは今後の市の対応策についてお尋ね

いたします。

現在の水源を用いた場合、一部近隣地区の井戸の水位が下がってしま

うという乙とですが、水源自体は館野、九重地区lと給水できるだけの能

力があるのかどうなのか。現在の水源で給水は可能だが一部地区の井戸

の水位が下がるという乙とであるならば、その影響はどのようなもので

あるか。例えば、井戸の利用が全くできなくなると乙ろも出るのか、あ

るいは従来どおりの井戸の利用が制限されるという乙となのか、また井

戸の水位が下がった乙と自体lと対する住民の不安感だけなのか、いま少

し詳しく御説明顕いたいと思います。

そして、その上で今後の市の対応策はどのようにされていくのかお聞

かせ顕いたいと思うわけであります。

次lζ 、大きな 3点目として、申小事業所で働く蛍働者、パートの退職

金制度加入の促進施策について、乙の件に関しましては申小事業所で働

く労働者、パートの皆さんから強い要望があります。議会の申でも数回

にわたり市に対しでもその促進をお願いしてまいりました。前回はモデ

ル地区内での乙の制度未加入事業所の調査結果報告をいただき、なお引

き続き調査と制度加入のための啓蒙等を行いたいというお話をくださっ

たわけでございますが、その後の退職金制度加入促進のための活動はど

のようにされておられますかお聞かせ願います。

以上、 3点にわたり御質問いたしましたが、御答弁によりまして再質

問をさせていただきたいと思います。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半揮良一君) 田沢議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、市民負担の増加についてでございます。

小さな第 1点、国民健康保険税の引き上げについてでございますが、

国保会計の決算見込みは、歳入lとおきましては国庫支出金が未確定であ

り、歳出lとおきましでも医療費があと 3ヵ月の支払いを残しております

ので、かなり流動的ではございますが、現段階では剰余金は見込めない
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状況にございます。

なお、 70 0 0万円を財調から繰り出さない場合には、 31 %のアッ

プになる見込みでございますので、それを緩和するべく 7000万円を

繰り出しまして 24%程度のアップで予算を計上いたしたわけでござい

ます。

次lζ 、 2点目の育児手当金支給カットについてでございますが、助産

費及び葬祭費の支給はっきましては国民健康保険法第 58条第 1項に定

める法定給付になっておりますが、育児手当金につきましては保険者が

保険財政上余裕がある場合などに自主的l乙条例等を制定して行う乙とが

できる任意給付となっております。 60年 4月 1日現在、県下 28市中

1 1保険者しか支給しておらず、加えて今回助産費が 3万円引き上げる

乙とに伴いまして、安房郡内の保険者が廃止の方向にある乙となどを考

慮の上、廃止しようとするものでございます。

小さな第 3点、幼稚園の入園制、保育料の値上げにつきましては、教

育長より御答弁を申し上げます。

次lと、大きな第 2点、水道問題についてでございますが、小さな第 1

点、渇水対策はっきましては、現在三芳水道の渇水対策につきましては、

現在平久里川からダムに揚水を実施するとともに、加入者lと節水の協力

を呼びかけております。聞もなく農繁期を迎えますが、湯水については

1日の消費量相当の取水を引き続いてできるよう関係水利組合に協力を

お願いいたしております。

なお、今後の雨量も非常に少なく、事態がさらに逼迫した場合lとは、

他事業体からの応援給水や給水制限などの措置を考えております。

小さな第 2点、館野、九重地区の未給水解消対策の現状と今後の対応

策についてでございますが、過日全員協議会におきまして御報告申し上

げましたとおり、計画いたしました地下水の取水については地元区の御

理解、御協力を願ってまいりましたが、いまだ開意が得られておりませ

ん。引き続いて九重地区水道整備促進会と連携いたしまして、地元との

交渉を進めてまいりますが、同意がいただけない場合には計画を変更せ

ざるを得ないと考えております。

なお、予定しております水源はっきましては、ぞれを扱み上げる乙と
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によって多少近慢の井戸の水位が下がるという事実はございますけれど

も、水源としての給水能力については十分あるものでございます。

大きな第 3点、中小事業所で働く労働者、パートの退職金制度加入促

進施策についてでございますが、その後、商工会議所とともに退職金制

度に未加入であると思われる事業所を対象lζ 中小企業退職金共済制度、

特定退職金共済制度に関する費斜の配布とあわせてアンケート調査を行

い、全市的l乙未加入者の実態金調査しているところでございます。

調査申ではございますが、現在回収された調査票 271件のうち、す

でに企業内退職金規定、各種特約庖福祉共済制度等lこ加入している事業

所が 117一一一加入率で 43%を占めております。加入していない事業

所 154件のうち、加入したいが 34、加入したい意思はあるが現状で

は困難であると答えたものが 7 2、と加入したい意思を示しているもの

は未加入事業所全体の 69%を占めておりますが、低成長経済の厳しい

現況の申で事業者の経費負担増lとつながり、経営が苦しくなるというの

が実態であろうかと存じます。

なお、今回の調査で加入したいと答えた事業所に対しては、商工会議

所とともに退職金制度についてさらに詳細な説明を行いながら加入促進

に努めてまいりたいと存じます。

また、今後とも退職金制度の普及はっきましては、広報等を通じて事

業主及び中小事業所で働く労働者lと対して、制度の周知lと努めてまいり

たいと存じます。

以上、答弁を終わります。

{教育長福原 修君登壇)

O教育長(福原 修君} お答えいたします。

大きな第 1の小さな第 3でございますけれども、幼稚園の入園制、保 i 
育料の値上げについてでございますが、従前より国の基準に沿って改定 i 
してまいりました。現行保育桝 4000円は 59年度に改定し、 61年 筆

度から実施予定の保育料 44 0 0円に比較いたしますと 10%の改定率

となりますが、歳出における園児 1人当たりの経費は 59年度は 19万

9 834円であり、 61年度lとおきましては 23万 1124円で 17 • 

7%の歳出増となりますので、保育料及び入園料を改定し、幼稚園教育
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の充実lと努めるものでございます。

以上でございます。

02番(田沢勝信君) 国保の問題についてですが、調整基金から 70 

o 0万を入れて、それでなおかっ引き上げ幅が 24%ぐらいになるんで

はないかというお話でございますけれども、もう少しとの引き上げ率で

いきますとどのくらいの負担になるのかお聞かせ願いたいと思うんです。

例えば、年聞の収入が 150万ぐらい、あるいは 200万ぐらい、あ

るいはまた標準世帯、そういう方で年収lと対する国保の税負担が額lとし

てどのくらいになっていくものなのか、あるいは率でも結構ですが、ご

ざいましたら御説明を願いたいと思うんですが……。

。民生部長(鈴木 力君} 予算の申で、いろいろと算定、検討いたし

ました結果、 61年度の調定額からいたしますと、 61年度は 1世帯当

たりにいたしまして 14万 50 0 0余円という額でございます。

また、乙れは被保険者 1人当たりにいたしまして 5万 8161円、乙

ういう数字になるわけでございます。

所得階層lζ応じた保険税の負担というのは、今乙乙 lと資制ございませ

んので、後ほど調査いたしましてお答えいたします。

02番{田沢勝信君) 私は、国保税の負担という問題は、被保険者の

年間の収入の申でどのぐらいを占めるのか、乙乙を把握するという乙と

が乙の問題についての非常に大きなポイントになろうかと思います。

私どもいろんな方からお聞きいたしますと、すでに年間の一一乙れは

資産を含めない根入なんですが、年間の収入の 10 %tζ 届く方がいるん

じゃないか、そういう話も聞くわけです。そうしますと、国保税だけで

年間収入の 1割になるわけですから、乙れに他の公負担を加えますと、

昨日市長からいわゆる限界というお話がございましたが、例えば年間収

入の 35%あるいは 40%、乙ういう公負担になると限界になるんだと

いうお話もあったわけですが、私は実生活の面から見ますと、公負担が

例えば 30%を超える、しかも所得が少ない方にそういう負担がかかる

という乙とであれば、いわゆる仕事の面での意欲だとかそういう乙と以

上に実生活を圧迫していく負担になるんじゃないかというふうに考える

わけです。
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乙れは後ほど、資制をいただけるという乙とですから、資制をいただ

いてまた論議したいと思います。

それで、国保についてもう幾っかお聞かせ願いたいと思うんですが、

実は今回の国保の値上げ、乙れは昨年も同様でございますけれども、国

の補助事が下がった、従来の 45%の補助から 38. 5 %の補助率lζ 引

き下げられた、その負担が実は国保の値上げにつながっているわけです。

そこで、お聞かせ顕いたいと思うんですが、乙の国保の削減が額lとし

まして館山市の場合どのぐらいの減額になっているのか、まずお聞かせ

願いたいと思うんですが……。

。民生部長(鈴木 力君) いわゆる退職者医療制度創設する lと際 Lき

して、厚生省の方ではその加入者がどの程度おるかという乙とで試算し

まして、ぞれがかなり大きな差があったわけでございまして、その際厚

生省の方ではいわゆる従来の療養給付費負担金を総費用額の 40%をも

って療養給付費負担金の負担割合とする、乙ういう乙とであったわけで

ございますが、乙れを退職者医療制度の創設にあたって総費用額の 30 • 

8%に引き下げを行ったわけでございます。その影響というものが、館

山市で算定いたしますと影響額というものが 2億 85 2 5万 90 0 0円

ということでございまして、それからいわゆる退職者の療養給付費交付

金一一一乙れは各所属する保険者から拠出金の形で基金の方に拠出しまし

てそれが市町村民交付されるものでございますが一一一ぞれは 1億 270

4万円という乙とでございますので、その額を差し引きますと 1億 58 

2 1万 90 0 0円、乙れが 61年度いわゆる国の負担率を引き下げたこ

とによります財政の影響額という乙とでございます。

02番{田沢勝信君) 乙の国庫補助の削減という問題は、国が退職者

医療制度lζ移行する方の数を見込み違って、それで削減したわけですか

ら、その額が 1億 58 0 0万というととでございますけれども、乙れは

国の責任で本来であれば対処すべきだと思うんです。乙れが相変わらず

こういう補助率で続いていきますと、また来年も負担をしていくという

ふうにならざるを得ないわけでございます。

そういう意味で市長さんはお尋ねしたいんですが、乙の負担分一一一本

来であれば国が負担しなければいけないのを被保険者が負担している、
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乙ういう現状はっきまして、市長は、昨日までの議論の申でも国民対し

て補助を削減しないようにお願いしていくんだという乙とでございます

けれども、私はもっと強く固に対して働きかける必要があると思うんで

すが、その辺はどのようになさっていくのか市長のお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

0市長(半海良一君) 御指摘の点はま乙とにそのとおりでございまし

て、 59年度分の 10月以降の半年分と 60年度分の丸々 1年間分の合

計が一一今、乙乙ではっきりした数字を持っておりませんけれどもー←

概略で申し上げますと、全国市長会その他保険団体の試算では 30 0 0 

儲程度見込んでいたわけでございますが、厚生省自身は 2100倍程度

でしょうか見込みまして、それに対して 60年度の補正予算で全額補償

するように全国市長会初め各保険団体で要請をしてまいりました。強く

運動をしてまいりましたが、結果的にはその 3分の 2だけ、 1376憶

でございましたか、それだけが補正予算花組まれたわけでございまして、

乙の点はっきましでも大変残念なととでございますが、現実はそのとお

りでございます。

02番(田沢勝信君) 固に対しでもっと積極的に今後働きかけていた

だきたいというととを強く要望しておきたいと思います。

ぞれと、国保について、それでは現在の 24%の引き上げでよいのか

という問題がまだ残ると思います。それでお聞かせ顕いたいんですが、

今回調整基金から 70 0 0万を取り崩す、私はもっと取り崩して軽減を

図るべきじゃないか、そラいう事態lとあるんじゃないかというふうに思

いますが、現在の 7000万取り崩した場合の調整基金の残高、あるい

はまた乙の調整基金から 70 0 0万以上の取り崩しができないものなの

かどうなのか、その辺をお聞かせ願いたいと思うんです。

あわせて、昨日、市長さんは、一般会計からの繰り入れの問題でござ

いますけれども、国保会計で処理ができなくなった時点で一般会計から

繰り入れる乙とも考えるというふうにお話があったわけですが、もう少

し乙の点について詳しく聞きたいんですが、例えぽ国保の会計で処理が

できないというふうにおっしゃっていますが、それはどういう時点なの

か。例えば国保が赤字になった場合lζ一般会計から繰り入れをするとい
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、

う乙となのか。あるいは県下で 11市町村で一般会計から繰り入れを行

っておりますが、乙れを見てみますと必ずしも国保が赤字になって一般

会計から繰り入れする、そういうふうにはなっていない市町村もあると

思うんです。そういう乙ともございますので、いわゆる国保会計で処理

ができない段階というのが、もう少しどういう乙となのか詳しく説明を

顕いたいと思うんです。

0民生部長{鈴木 力君) 御指摘のございましたように 61年度予算

におきまして国保財政調整基金の方から 1000万を繰り出しまして被

保険者の保険税の負担の軽減を図る、乙ういう乙とでございますが、調

整交付金につきましては昭和 55年に乙の制度を設置しまして、いわゆ

る長期的な展望に立ちまして国保財政の健全化を図あう、とういう ~t

で今日まで運用を図ってまいったわけでございます骨

3月の現在lとおきまして保有いたします保有高というものは 2億 45 

5 8万 20 0 0円程度あるわけでございますが、御承知のように 60年

度のやはり保険税の軽減を図る意味におきまして、予算におきまして 4

000万という乙とを一応見込んでおるわけでとぎいますが、乙れも出

納閉鎖を見ましてその決算を見てどの程度になるかまだはっきりした見

通しはないわけでございますが、予算的には 40 0 0万というものを見

込んでございまして、仮ほとの 4000万を繰り出ししたという乙とに

なると 2健 558万というものが保有高になるわけでございます。さら

には、 60年度仮に 10 0 0万を繰り出したとするならば 1健 35 8 2 

万程度の基金の保有高、乙ういう乙とに相なるわけでございます。

そ乙で、との基金につきましては、年間のいわゆる診療報酬の支出の

不測の事態lζ対応するために基金制度というものを設けておるわけでご

ざいますので、乙れはっきましてはやはり今後の保険税の軽減にどの程

度充てるかという乙とは、今後の国保の財政のいかんという乙とであろ

うかと存じます。

それから、一般会計繰入金はっきましては、考え方でございますが、

基本原則といたしましては国民健康保険事業の運営に要する費用という

ものは医療需要に応じて算定される保険税、もしくは保険料、乙れと国

庫負担金等lとよりまして支弁されるものでございまして、特別会計とし
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てあくまでも独立採算主義を建前とされておるわけでございますので、

乙の考え方に立って対応する乙とが望詳しいという乙とでございます。

ちなみに、一般会計から繰り入れるということは租税負担によること

でございますので、国保以外の他の社会保険等に加入している方々から

も負担していただくという結果になるわけでございますので、負担の公

平の面からも問題があるのではないかという乙とでございます。

ぞれから、なお、乙れはいろいろ意見があるわけでございまして、安

易に一般会計の繰り入れ措置が今までも国保問題の解決を遷延する結果

となっている、こういう意見を国保問題協議会の委員の方が言っていら

っしゃるのが書いてあったわけでございますが、これも事実のようでご

ざいますので、一保険者の問題としてではなく全国全保険者それぞれ乙

の点は反省すべき乙とではないかという乙とも考えられるわけでござい

ます。

02番{田沢勝信君) 市長さんはお尋ねしなければいけないんですが、

昨日、例えば国保会計で処理ができなくなった時点で一般会計から繰り

入れをするんだというお話がございました。その内容をもう少しお聞か

せ願いたいんですが、いわゆる一般会計で処理できなくなった時点とい

うものは、どういう内容のものなのか。

例えば、保険制で賄いきれない、赤字になるという場合に一般会計か

ら操り入れを行うという乙となのか、税負担が明らかに限界にきている

という時点を含めて一般会計から繰り入れを行うという乙となのか、市

長さ入のお考え脅お聞かせ願いたいと思うんです。一般的な考え方はわ

かりますので……。

。市長(半海良一君) 昨日も御答弁申し上げましたように、国保税が

高いという乙とは、一般的な考え方として、私も高いと思っているわけ

でございますが、ぞれが限界に達しているかどうかという乙とはいろい

ろ問題があろうかと思います。

昨日も申し上げたんですが、昨年 6月でございましたか、ロンドン lと

世界じゅうの学者が集まりまして、公負担と所得との割合が何パーセン

トになったときが公負担の限界であるかというような問題で、限界の問

題について討論をいたしました。その報告書を読んだわけでございます
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はないと私は考えておりますけれども、やはり国保会計の申で保険税の

アップを何とか緩和していきたい、そう考えているわけでございます。

そして、国保会計の申で、そうした矛盾、そうした問題が解決できな

くなったときに一般会計からの繰り出しを考えるべきだ、そういうふう
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きのう申し上げましたとおり 4096程度

が限界ではないだろうかというような結論だったように思います。しか

し、現にフランス、ドイツ、イギリスは 5096以上はいっているんだ、

そして国の運営がとにかく行われているわけでございますし、

は 38%、日本が 3696という乙とで日本がまだまだ余裕があるんだ、

じかしだんだんアメリカも日本も 40%をオーバーするようになるんじ

わないかというようなことが報告にあったわけでございますので、

した公負担一一税あるいは乙うした保険、あるいは年金等のそうした公

負担がど乙までいったら限界なのかという乙とは、すでに 50%、

%に達している国々が立派に運営されている実情から考えまして、なか

なか難しい問題だろうと私は考えているわけでとぎいます。

それから、さらにまた国保の税というものは、現在の医療費の状況、

あるいは医療そのものが非常に高度化し、また機械の導入等が行われて

いるような実情、あるいは保険者の意識の問題が変わらない限り増高せ

ざるを得ないというふうに考えております。

そういう意味で、大変国保の問題というのは今地方自治体の抱えてい

る最大の問題であり、最大の悩みであろうと思うわけです。そういう意

味で私どもはこの医療保険制度の矛盾を榎本的iζ解決するように固にも

働きかけているわけでございます。

しかし、現実には矛盾が解決される、統一的な医療保険制度ができる

までは現在の国保制度の申で運営を行っていかなければいけない。そう

した申で、やはりあまりにも保険税が高くなり過ぎるという乙とは望ま

しい乙とではないので、何とか保険税が一挙lζ高くならないような、徐

々に上がっていくような緩和的な手段を講じながら運営していかなけれ

ばいけないというふうに考えているわけでございます。

そういう意味で、現在、本来そういう目的に使うべきではない財政調

整基金というものがまだありますので、本来そういう乙とに使うべきで

アメリカ

そう
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その報告書lとよりますと、が、



lと考えているわけでございます。

02番{田沢勝信君) 時間がございませんので、国保の市民の負担の

軽減については十分意を払っていただいて進めていただきたいという乙

とを要望をしていきたいと思います。

時間があまりありませんので、 2つ自の水道問題に移ります。

三芳水道について要望をしておきますけれども、現在汲み上げを行っ

ているわけですが、その汲み上げた河川の下、ほとんど乾いている状態

です。そういう状態でありますから、当然田植えの時期がまいりますと

今現在汲んでいる水量を 10 0 %確保していけるかどうなのかというこ

とは非常に問題になるんではないかというふうに思うんです。乙れは水

利権者lと対してあらゆる手段を講じまして理解を得てそうして水を汲ん

でいく、そういう体制をつくっていきませんと、当然断水なり節水位り

そういう状況が予想きれるんです。その辺を十分努力をされて、節水あ

るいはまた断水という状況は繰り返さないでいただきたいという乙とを

要望としておきたいと思います。

それで、もう 1点の館野、九重地区の未給水問題でございますが、先

ほど市長さんの答弁iとよりますと、現在の水源から水を上げた場合lζ 、

近隣lζ少し影響が出るんじゃないかというお話でございますけれども、

私は今回補正予算で 2憶の減額補正をやっているわけです。工事ができ

ないという状況にあると思うんです。言ってみれば、影響が少しあると

いうお話ではないんじゃないかというふうに思うんです。それで最初の

質問のときに全く井戸が使えなくなるという状態が出てくるのか、ある

いほ水位が下がったという不安感で同意をしてくれないのか、具体的に

聞いたわけなんです。

当然、水源を決めるにあたって調査もしたと思うんです。どういう影

響が出るのかという調査もしていると思うんです。そういう乙とを踏ま

えて現在の水源から水を汲んだ場合、どういう影響があるのか、どうい

う心配で同意をしてくれないのか、その辺の事情をもう少し詳しく説明

願いたいと思うんです。

0水道課長(石井敏夫君) 館野地区に係ります水源の同意の関係の御

質問でございますが、地下水を取水いたしました場合に、その周辺に水

-1 32-



位の降下を及ぼすという乙とははっきりいたしております。ただ、降下

の程度がいろいろございますが、乙れも距厳によって異なるという乙と

がいえます。

今回の、それ自体の取水が確実はできるのかどうか、能力があるかと

いうような乙とも御質問がございましたが、乙の点はっきましては、水

玉の井戸におきまして段階揖水試験とか、連続揚水試験、回復試験、乙

ういうものを専門家が行いまして、透水係数なり、貯留係数、いろいろ

難しい用語も出てまいりますが、そういうもので計算式lとよりまして日

量の確保ができる、そういうような乙とが裏づけられておるわけでござ

います。

それから、影響の度合いにつきましても、専門家は計箪式による計算

をいたしております。それによりますと、日量 800t仮に 1つの井戸

で取水した場合、乙れの影響はタイスの非平衡式という乙とで計算する

んだそうでございますが、 30 0 m離れた地点で水位降下が 35畑出る

だろう、乙のようになっております。

現実記、水玉の井戸でもって揖水テストを行いましたときは、最初 5

o 0 t、それから 600t、 700t、逐次上げまして 1150 tまで

上げたわけです。その 11 5 0 t上げましたときはその影響が大井地区

に4、 5件出ております。乙の影響の水位降下というのは多いと乙ろで

9 0師、少ないと乙ろで 20師、乙れは大体距離といたしましては 40 

Omないし 45 0 m厳れたと乙ろでございまーす。

そういうような乙とで、井戸を用水として用いる場合に、生活用水の

場合はポンプで汲み上げるという方法があるわけですが、あの地区の場

合lとは農業用水にいたしましでも自然lζ 出た水、いわゆる自噴している

水を使っている方が多い、その自噴量というのはわずかの被圧で出てお

りますので自噴は停止します。したがって、自噴の状態では使えないと

いう 1つの問題があります。

ぞれから、もう 1つ家庭用井戸として使う場合位、そのポンプ設備を

して用いれば十分に生活用水として使える。したがいまして、生活用水

に対する不安は既存施設を一部例えば改良する、そういうような乙とに

よって解決ができるわけでございます。
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ただ、農業用水について自噴しているそのものを元の自噴lとしてくれ、

同じ状態にしてくれというような要望が出ますので、それは不可能であ

るわけでございます。

同意のとれない心配の申には、そういう影響が将来生ずるだろう、数

字的もしくは先日の場水テストだけの乙とでは将来が不安だ、地下水の

水位が低下して将来的には因るじゃないか、そういうような心配の方。

ぞれから水には不自由してないんだ、乙の地域では水は十分あるのでそ

の水を他の地域はもっていっちゃいけない、そういうような水は共同資

源というふうに我々は考えておりますが、なんか利己的な考え、それか

らさきにミネベア等の取水の関係もありまして、ああいうものの影響と

申しますか、そういうものを心配されて同意がとれていないという乙と

でございまして、いろいろ取水に対します影響については乙ちらで条件

をたくさん出してございますが、条件でもって同意がどうの乙うのでな

くて、現在の段階では同意がとれてない、そのようになっております。

02番{田沢勝信君) 市長さんはお尋ねしたいんですが、今ミネベア

の話もございましたけれども、乙の半導体の工場が出てくるときに水問

題の心配があったわけですね、乙れに対しては市長さんが、影響が出れ

ば全責任を負うという形で解決してきたんです。

ちょっと、時聞をいただきたいんですが、農業用水の自噴等lζ影響が

出るという話もございますけれども、乙れはきちんと下げれば汲み上げ

る乙とが可能fざというととですから、ぜひ乙ういう彫響lと対して市が責

任を持って対処して水道をつくっていく、そういう決意で臨んで欲しい

というふうに思います。これは強く要望をしていきたいというふうに思

います。

。副議長(伊藤幸太郎君) 以上で、田沢議員の質問を終わります。

次、 8番議員日下君敏君。御登壇顕います。

( 8番議員日下君敏君登壇)

08番(日下君敏君} 私は、今次定例会lζ提案されました議案の審議

に先立ちまして、当面する館山市政の申で肝要かっ緊急と思われる諸問

題について質問いたします。

乙とに、今次定例会は、半津市長が 3期日の任期満了を迎えようとし
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て、その総仕上げともいうべき来年度予算案を提案された格別な意味合

いを内包する重大な議会であるという認識に立っているととをまず申し

上げまして、以下順次質問lと入ります。

半津市長lとは、率直なる御答弁をされますよう期待してやみません。

質問の第 1点は、半海市長lとは 4選、すなわち 3期 12年にわたる任

期を満了するにあたって、さらにもう 1度 4回目の市長選にお立ちにな

る御意思がありや否ゃについてであります。

これにつきまして、私は昨年 12月の定例会の通告質問の中で簡単で

はありましたが問いかけたのであります。しかし、昨年の質問の時点と

今回の時点とでは時期が切迫してきているというだけでなく、置かれて

いる環境が全く遣っているという乙とを申し上げないわげにはまいりま

せん。今回は冒頭lと申し上げましたように S期 12年にわたる半揮市政

の総決算が来年度予算案や提案された議案lと結晶されているわけであり

ます。

前回の私の質問lζ対して、市長は乙のように答弁しておられます。す

なわち「来年度の市長選挙に関する御質問でございますが、ただいま私

の心境といたしましては白紙でございます」と、たった乙れだけであり

ました。

と乙ろで、私の質問は乙ういうととであります。すなわち r1年後の

来年 12月の定例会は市長選挙後の初の定例会というととになります。

仮に半海市長が招集なさるとすれば、ぞれは 4選を果たした後、初めて

の議会ということになりますので、 1つの節目として考える場合、乙の

際せっかくの機会でございますので、特にあえて所信を問うものであり

ます」と、乙うなっております。

乙れに対する市長の御答弁がさきのとおりでありまして、私が求めま

した所信は一言もありませんでした。今回は、ききにも述べましたよう

に状況が変化しております。そ乙で、改めて重ねてその心境をお聞かせ

願いたいと要求するものであります。

乙の質問を冒頭はもってまいりましたのは、事の重要性lとかんがみ、

市民の最大の関心事がとの 1点lζ集まってきているからだと考えたから

であります。
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以上、申し上げまして、第 2の質問iζ移ります。

昭和 61年度一般会計当初予算案 94億 27 2 7万円について少しく

お尋ねいたします。

乙の来年度の一般会計予算案は、前年対比でわずかに O. 8 %の伸び

率lと過ぎません。私は、かつて歳出予算について積極的に予算を計上し

て仕事に取り組むべきだと主張した乙とがありました。地方自治体は赤

字財政lζ 陥らぬ乙とだけに配慮するのあまり、事業の遂行の面で消極的

になるとかえって悔いを後世に残す乙とになると申したのでありました。

市長は、来年度予算案の説明にあたって、将来の大型事業の実施l乙伴

う市債への依存による地方債残高の増高と公債費の抑制等財政構造の弾

力化lと意を用いたとして、市債は臨時財政特例債を含めて前年対比 25 

%の減額といたしたと申しております。その結果の予算は対前年比 o• 
8%の伸びであり、乙れは直言すれば消極予算と言わざるを得ません。

景気の長期低迷、低落傾向を反映した民間企業型予算と言えるのではな

いでしょうか。乙の点lζ 関する市長の率直なる御所見を承りたいのであ

ります。

また、提案理由の説明lとある「将来の大型事業の実施」とは、具体的

に何を示すのか明示していただきたいと思います。

予算案はっきましての項目的内容につきましては、予算審査特別委員

会での審議もありますので、具体的には当該委員会tζ委ねる乙とはいた

しまして、来年度予算に関しては以上の質問といたします。

質問の第 3点は、執行機関と意思機関の関係がはなはだしくバランス

を欠いている ιとについてであります。

申し上げるまでもなく、市長を初めとする執行部はいわゆる執行機関

であり、私ども議会は意思機関であります。そして、議会制民主主義制

度のもとにおいては両者聞のチェックアンドバランスの大原則をもって

その根幹といたしております乙とは言うまでもありません。

乙のような原則に立って、館山市政を見る場合、私は残念ながら両者

の関係が正常に作動しておらないと指摘せざるを得ないのであります。

言葉をかえて申し上げますと執行機関が強く意思機関が弱体化し、議会

無視ないしは議会軽視の風潮が顕著であると考えられるのであります。
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つまり執行樺闘は意思複関の意見を単に聞き置くだけで、実際に具体的

に議会の意見は取り上げられない状態になっているという乙とを私は申

し上げたいのであります。乙の乙とは政策全般にわたり人事等あらゆる

方面にあらわれていると憂慮するものでありますが、乙乙では具体的lと

来年度予算との関連について 2点についてだけ指摘いたしておきたいと

思います。

まず、第 1点は、来年度予算案のど乙を見ても館山横橋の改修の予算

が計上されておらないという乙とであります。第 2点は、国鉄館山駅lζ

東西にわたる歩道橋を架設する予算が計上されていないという乙とであ

ります。

第 1の館山横橋lζ 関しましては、時あたかも本議会はおい工館山地区

町内会連合会長松本藤太郎氏らからその改修を求める請願書が提出され、

紹介議員 lとは館山地区に住所を有する全議員が署名しているときであり

ます。さらに、本議会では同僚の安西議員が同じ問題について通告質問

をいたしました。私自身もかつて当機構は当市の観光面から考えるとき

早期改修が必要であると本議会で質問いたした乙とがあります。と乙ろ

がいかがでしょうか、その後乙れについて何らの措置がとられておらな

いのであります。市当局は、大型船の回航が至難であるとする理由のも

とに 61年度予算編成にあたっては予算の要求すらいたしておらないの

であります。残念ながらさきに指摘いたしたととく議員の発言は聞き置

くのみで無視されていると言わざるを得ないのであります。議会の意見

lと対して半津市長はいかように考えておられるのか、市長の政治姿勢を

問うものでございます。

私は、意思機関と執行機関のチヱツクアンドバランス乙そ議会制民主

主義の根幹にかかわる問題として受けとめなくてはならないと確信する

ものであります。もちろん、意思機関たる議会並びに議員の側にたゆま

ざる研さんという自己努力の必要性がある乙ともさる乙とながら、執行

機関側がチェックアンドバランスについてどのようにお考えなのか、乙

の点iζ関する市長の執行機関の長としての見解を乙の際とくとお聞きい

たしたいと乙ろであります。

また、第 2点の館山駅の歩道橋についても、事は全〈同様であります。
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乙の問題は遡及して昭和 56年 6月の当議会本会議におきまして満場一

致で館山駅東西歩道橋早期建設に関する請願書を採択したと聞いており

ます。しかし、以降乙の問題は一顧だにされておらない。来年度予算案

にはどこを見て志計上されておらない。議会の声として、市民の声とし

て議会で採択した請願書について具体的はどう対処してきているのかお

答え願いたいのであります。

次lζ 、人命の尊重、特lζ学童の生命を不慮の災害から守る乙と[とにつ

いてお聞きいたします。

具体的lζ一例を挙げますと、神余小学校のあの老朽校舎についてであ

りますが、あの校舎が老朽かっ危険であります乙とは万人の認めると乙

ろであり、周知の事実であります。にもかかわらず放置している問題に

ついて、私は今や乙れは社会問題になりかねない、さらには人権問題に

なりかねないと思うのであります。

学童のいじめとか自殺とかが大きな社会問題となり、臨時教育審議会

でも緊急課題として検討が急がれておりまするが、我が館山市lとあって

当該校舎の問題はやはり重要な問題として浮かび上がってきていると言

わざるを得ません。

市長は、文化福祉都市を標樟しておられまするが、乙の現況をどうお

考えになっておられるのでありましょうか。あの神余小は文化福祉の名

lと値するのでありましょうか。 61年度予算では屋根のふきかえ工事費

が計上されております。しかし、とのようなびほう策では危険は去らな

いと宥えます。国が危険校舎として認定しているこの問題に関し、率直

なる御答弁を求めるものであります。

次lζ 、海岸の養浜事業についてであります。

私は、すでに乙れまで何度も海水汚染対策の抜本策は下水道計画の促

進においてない旨の発言をいたしておりました。下水道計画は国の第 4

次、第 5次 5カ年計画の申 lζ組み入れられる乙となく、 61年度から始

まる第 6次計画lとも入れられるかどうかもま乙とに不安な状態にあるわ

けであります。とのような現況を見るとき、視点をかえて造浜事業一一

海岸をつくる事業と申しますか、養浜事業一一海摩巻養成、育成する事

業と申しますか、そういった要すれば海岸を再生させる仕事を実行して
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海の樺化を図る必要性があると考えるに至ったのであります。

実際lと、北条海岸あたりの海lζ入っていきますと、泥田lζ入ったとき

に汚泥が両足の指の間からはゆるにゆるとはい出るように、海水の申か

らヘドロがわき出てまいります。海岸はヘドロの海と化しているわけで

あります。

乙の解決としては、乙れらヘドロをしゅんせつしてしまう以外に道は

ありません。そして、その後lζ新しい砂金入れる、この方策しかないと

思うのであります。乙の新しく砂を入れる方式は観光先進地である熱海

市ですでに実施している由民聞いております。我が館山市におきましで

もこれが実行をぜひにも早急に行うべきであると思うものでありまする

が、いかがでありましょうか。市当局のお考えをお聞きしたいと ζ ろで

あります。

最後の質問は、国民健康保険税についてであります。

同保険税は、近年医療費の増加に比例して毎年値上げされているのが

実情であります。それも 3 %とか 5%とかいうような小幅なものではな

く、例えば 60年度は 17%、来年度lζ至っては実に 25%も値上げの

予定になっているなど 2けたの大台の値上げでございます。乙のような

大幅値上げは昭和 59年 10月より退職者医療制度が導入されてから顕

著なものになってきておりまするが、今や国民健康保険税は支払い倒で

ある被保険者、つまり国保に入っている人々にとって重税感はとっくに

通り過ぎ、支払い能力の限度いっぽいにきているというのが実感であり

ます。もっと言えば、受忍の極lζ達していると申し上げても過言ではあ

りません。

現在、館山市の場合、 1人当たり保険税は年平均で 4万 6388円、

乙れが来年度は 5万 8161円、 25 %の引き上げとなります。乙れを

世帯別に見ますと、現行が年平均で 11万 6879円、来年度は 14万

5 0 3 0円でやはり 25%の引き上げとなるわけであります。世帯別に

おける最高額は年 35万から 37万円に引き上げられます。

今年度引き上げたからもうおしまいかと思えば来年度も値上がる。来

年度値上がったから乙れが最後かと思えばそうではない。予測の域を脱

しませんが、再来年度にはまたまた大幅な値上げがある乙とはほぼ確実
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であります。我々の家計には限りがあります。限りある家計で限りない

保険税を支払っていけば最後は家計が尽きてしまう乙とは自に見えてお

ります。

つまるところ、保険税は制度の抜本的改正以外には解決の道はないと

いたしましでも、当面何とか乙の増税を食いとめる方策はないものかど

うか、市政担当者たる半湾市長lと切にその見解をお聞きして承りたいの

であります。

明快な御答弁を期待いたします。

以上で質問を終わりますが、御答弁lとよりまして再質問させていただ

きます。

(市長半津良一君登壇)

。市長(半淳良一君} 日下議員の御質問lとお答えをいたします。

第 1点は、最後lと御答弁をいたします。

第 2点、 61年度一般会計当初予算についての御質問でございますが、

6 1年度予算につきましては、編成時におきまして国の予算編成の状況、

国庫補助負担率の引き下げを初め地方財政を取り巻く状況が 60年度に

も増して厳しさが予想されたわけでございます。したがいまして、予算

の概算要求にあたり経常経費の節減、事業の選択を初め、歳入はっきま

しでも関係機関との密接な連絡、情報の収集を行い、予算編成をいたし

ました。

6 1年度予算案が前年度に比べ O. 8 %の伸び率でございますが、市

税等間主財掠でほ 6. 8 %の増となっております。また、従来から歳入

の控でございます依存財源の地方交付税、国庫支出金、市債が 7. 7 % 

の減となっております。

まず、地方交付税につきましては、基準財政収入額が市税の伸びを反

映して基準財政需要額の伸びを上回る乙とにより 7. 9 %の減となった

乙と、国庫支出金では国庫補助負担率の引き下げにより 1億 67 0 8万

円の影響を受けたとと、また、市債につきましでも適債事業と良種貴金

の地方債の活用tζ 配慮いたしたものでございます。

乙のような歳入構造を踏まえ、市民生活の向上を基本として館山駅周

辺整備事業、防災行政無線設置事業等の重点施策を初め、各種の施策を
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実施すべく予算案を作成したものでございます。

次lζ 、将来の大型事業とは何かという御質問でございますが、現在、

市の最重点施策として調査及び用地等の購入を進めております館山駅東

口地区市街地再開発事業及び館山駅西口地区土地区画整理事業につきま

して、事業計画及び都市計画決定を経て、工事の施行を予定しておりま

す。

なお、西口地区整理事業に関連する仮称北条住宅の建設について実施

してまいります。

また、地域活性化と当市の観光振興事業の核として期待される海洋性

リゾートタウン及び内陸レクリェーション施設整備事業につきましでも、

施設整備調査の結果を踏まえてその実現に向けて努力をしてまいりたい

と思います。

このほか、館山バイパスの補助幹線道路と位置づけております八幡高

井線整備事業について、現在用地の購入及び調査を実施しておりますが、

6 2年度ないし 63年度において一部工事の着工を予定しているもので

ございます。

次lと、第 3点、議会制民主主義のチェックアンドバランスについて問

うという御質問でございますが、御承知のように地方公共団体の機関は

大別して議決機関と執行機関とから成り立っているものであり、議決、

執行の商機関はそれぞれ住民の直接の意思に基づき対等の立場lζ立つも

のでございます。また、地方公共団体の機能は、地方公共団体の意思決

定機関である議会とその意思の執行者である執行機関の両者lと明確に分

け、両機関の相互牽制のうちに均衡のとれた円滑な行政運営を確保しよ

うとするものでございます。したがって、議会の意思については十分尊

重しながら誠実に対処をしてまいったと乙ろでございます。

具体的な指摘事項のうち、館山横橋はっきましては、さきに安西議員

lζ お答えしたとおりでございますので、御了承いただきたいと思います。

また、館山駅の東西を結ぶ自由通路でございますが、過去たびたび通

告質問でお答えいたしましたとおり、通路の降り口となる西日広場が未

整舗であり、乙の整備をするため現在西口地区において土地区画整理事

業を進めていると乙ろであります。乙のため西口広場等の完成時点で自
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由通路が利用できるよう当該事業の進捗にあわせて予算計上をしていく

考えであります。

次lと、第 4点、学童の人命尊重はっきましては、教育長から御答弁を

いたします。

第 5点、北条海岸の造浜事業についての御質問でございますが、海底

のヘドロを除去し新しい砂を投入できないか、乙ういう御趣旨でござい

ますが、ヘドロの処理、新しい砂の投入の効果、漁業への影響、漁業組

合の理解等いろいろな問題点があるわけでございます。また、潮流等調

査が必要かと思われますので、今後専門的な立場で検討していただくよ

う千葉県に働きかけてまいりたいと考えております。

次lζ 、第 6点、国民健康保険税についての御質問でございますが、た

びたびお答えしてありますとおり、国保の医療費が伸びている要因は人

口の高齢化、疾病構造の変化、医療技術の進歩等によるもので、医療費

の支出も年々増加しているものであります。したがいまして、国保税も

値上げせざるを得ない状況はあります。

乙のような体質的に脆弱な国保制度を抜本的に改革するためには、現

行の医療保険制度の統合一元化を早期に実現することが最善の方策と考

え、昨年県当局から国民対し積極的に働きかけるよう要望書を提出して

おり、また全国市長会lとおきましでも乙の改善について関係当局に長年

にわたり強く要望じているところであります。

きで、御質問の第 1点でございますが、今、我が国は圏、地方を通じ

τ国ゆτ厳しい財政状況はあるわけでございます。しかし、東京湾横断

道路も 61年度者孟される乙ととなり、千葉県はもちろん館山市ほとり

ましでも大きな経済的、社会的変化が予想きれ、まさに東京湾時代の幕

があけようとしております。

館山市にとっても輝かしい未来が展開されようとしているわけであり

ますが、市といたしましでも 21世紀を目指し、活力ある文化福祉都市

を建設すべく、新しい総合計画を樹立したところであります。

乙の実現の第一歩を市長として担当する乙とができるとすればま乙と

に名誉ある乙とだと存じます。しかし、それには市民の意向を十分lと詳

察しなければならないと思います。時代の流れ、国民の意向を無視すれ
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ばどんな結果を招くか、さきのフィリピンの大統領選挙は大きな教訓を

示したものと考えております。

今後、市民の意思の動向を詳察し、自分自身が過去を顧み、新しい時

代を担うにふさわしいかどうかみずから反省しつつ意思決定をいたした

いと存じております。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原 修君登壇)

。教育長(福原 修君) 神余小学校校舎に関する昭和 61年度の補修

でございますが、御指摘のとおり教室等の屋根 60 0 m2
を現在のかわら

から波型亜鉛鉄板にふきかえの予定をしております。乙のようにいたし

まして今後とも安全性に十分宙産して学童の人命尊重に努めたい、 ιの

ように考えているわけでございます。

以上でございます。

08番(日下君敏君) ただいまの質問の御答弁でおおむね了解をさせ

ていただくと乙ろでございますが、なお 1、 2お聞きしたいと乙ろもご

ざいますので、再質問させていただきたいと思います。

1点の 4選問題につきましては、大変微妙な問題でございますから、

乙れ以上お聞きいたすのは本人の内心の自由を侵害するんじゃないかと

思いますので、ひとつ乙の辺でとめ置きたいと思います。市民の意思の

動向を顧みて、さらに自己反省をして意思決定をいたしたいという御答

弁で再質問は打ち切りたいと思いますが、なお任期いっぱい精進されま

す乙とを期待いたします。

次の第 2点、来年度予算でございますが、やはり財政状況が悪いとは

申せ、地方財政というものは民間企業とは多少違った側面を持っている

から、そういうことで予算を組むべきではないかと思うんでございます

が、これは乙れで館山市政として組んできた予算でございますので、私

もちょっとまだ消極的じゃないかなという事実で、指摘にとめておきた

いと思います。

将来の大型事業はっきまして、ほぽ大きなものが東西駅周辺の開発と

いう乙とでございますけれども、私、乙乙 lζ 下水道計画が入っておれば

大変よろしいなと思ったんでございますが、やはり下水道計画について
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はどのようなお考えを持っておるのかちょっとお聞きいたしたいと思い

ます。

。経済部長(吉岡政雄君) お答えいたします。

昨年の議会におきまして、一応下水道計画につきましては、まず都市

下水路等の整備がなされた段階でその後検討さしていただくという御答

弁を申し上げでありまして、大体年度は 61年度以降下水道計画lζ取り

組んでいきたい、このように御答弁を申し上げておるわけで、現在も変

わってはおりません。

08番(日下君敏君) 来年度予算で河川の浄化についての予算を組ん

でいると思うんですが、個別の浄化槽と地域を浄化するその 2とおりの

方法で来年度予算組んであるんでしょうか、簡単な説明で結構でござい

ます。

。民生部長{鈴木 力君) 6 1年度予算におきましては、河川、海域

の浄化対策といたしまして 60年度に専門機関に対策を調査委託いたし

ましたその結果lζ基づきまして、具体的な処理方式の選択、あるいは市

民向けの家庭でできる浄化対策を進めてまいりたい、とのように考えて

おるわけでございます。

その手始めといたしまして、 61年度は汐入川流域の排水路に浄化施

設を設置いたしまして、汚濁物質の減量化を図る乙とといたしました。

水質汚濁の大半の要因となっております家庭雑排水の浄化対策の一環

といたしましては、モデル個別処理施設一一小型合併浮化槽でございま

すが、乙れを 2'n所設置いたしまして試験じて、その適合性の調査研究

を進めたいといろ乙とでございまして、放流型 2カ所、なお無放流型 2

カ所を予定しております。

それから、なお家庭でできる浄化対策を広げるために、汐入川の流域

の約 500世帯に各家庭の台所用三角コーナー、ぞれからろ紙をお配り

いたしまして、その使用効果を測定いたしまして、水質保全の浄化意識

の啓発lζ努めようという乙とでございます。

ぞれから、なお都市排水路浄化施設という乙とで、乙れは県の指導も

ございまして、事業費約 1000万をもちまして計画を進めたいという

ととでございます。
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それから、なお先ほど申し上げました放流型施設はっきましては、計

画としましては 16万程度かかる、ぞれから無放流型につきましては 4

1万程度かかるんじゃなかろうかというふうに考えておると乙ろでござ

います。

以上でございます。

08番(日下君敏君) 細かい乙とは予算委員会、その他でお聞きいた

したいと思います。

第 4点の神余校舎でございますが、来年度はかわらを亜鉛鉄板にふき

かえるということでございますね。それによって一一一番危ないのは学

童の生命でございますので、現在、神余小学校は国というか、文部省と

いうんですか、県教育委員会というんですか、いわゆち危険続脅lと指摘

されているのかどうか。さらに、かわらをかえる乙とによって危険校舎

ではなくなるのかどうか。その点だけお聞きいたしたいと思います。

。教育長{福原 修君) 神余小学校につきましては、私たちは老朽校

舎と呼んでおりまして、危険校舎とまで呼んでいないのが現実でござい

ます。

それから、屋根をふきかえたならば危険じゃなくなるかというような

御質問でございますけれども、技術上の問題でございまして、完全とは

私も申し難いんでございますけれども、現在の学童の生命を守る上から

ならば適切な処置である、乙ういうように考えておるわけでございます。

08番(日下君敏君) 次に、北条海岸の養浜事業でございますが、ヘ

ドロをしゅんせつして砂を新しく入れかえるというのは、ヘドロを取る

というのは割と今の土木事業をもってすると簡単だというんですね。水

中ブルドーザーみたいのを持ってきてやれば簡単にできるんで、そ乙で

新しい砂を入れれば海がよくなるんじゃないかという乙となんですが、

かっていわゆる養浜事業という名目で館山市にもそういう乙とをやって

みょうかなという計画があったというふうに聞いているんですが、いか

ようになってやらなくなったのか、簡単で結構ですのでちょっとお聞き

いたしたいと思います。

0経済部長{吉岡政雄君) 海岸の整備事業 5カ年計画というものが過

去にございまして、乙れは 48年から一応計画が出されたそうでござい

-1 .. 5 -



ますが、乙の場合の計画の内容といたしましては、養浜事業また突堤事

業、海浜公園等があるわけでございまして、一応養浜事業といたしまし

ては 11万平米、北条海岸から汐入川まででございますが、ぞれを全部

きれいにしようというような計画がなされたわけでございます。それで

地元との話し合いがございまして、それぞれの関係漁業協同組合等と協

議をしておったさなか、昭和 49年度におきましては新海津 5カ年計画

が総需要抑制策というと乙ろから申止になっておる、乙ういう段階でご

ざいます。

また、その後も 50年lと入りましてからもなお精力的lζ 県の方としま

しては漁業協同組合等の話し合いを進めていったわけでございますが、

なかなか漁業権等の問題がございまして、了解が得られないという乙と

で現在までになっておるというのが今までの経過でございます。

以上でございます。

08番(日下君敏君} 現実に北条海岸そのものがヘドロで大分汚れて

ますので、今言ったような問題もありましょうが、養浜事業と言うのか

どうか、新しい海岸をつくるという乙とはいろいろな障害もございまし

ょうが、もう少し積極的lと進めていただきたいと思います。

それと、海岸の件で、館山横橋の件でございますが、市御当局は毎年

度県lと対して予算時になると話をした上で予算を組んでいるというよう

な、きのう安西議員lζ対するお答えがあったんですが、一方、安西議員

の発言ではいや県に聞いてみるとそういう乙とは一切ない、という乙と

lζ 証るわげです。じゃあ一体市が言っている乙とが正しいのか、安西議

員が言っているのが正しいのか、乙の辺でまた議会無視だとか云々とい

うような話も出てきますが……。

それはさておきまして、横橋につきまして、私はとにもかくにもあす

乙lと残骸をさらしておるのはどうも観光館山としてはみっともないんじ

ゃないか、ですからとりあえず第 1弾はあす乙を取り除くのがよろしい

んじゃないか、皆さんの英知で残骸と申しますか、一番突端を何か利用

計画できるならばひとつまた考えていただきたい、ぞれが第 2弾、乙う

いう乙とになるわけです、私の考えは。

ですから、きのうの市長の御発言では、まずその第 1弾の取り除くと
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とについてはほぼ 800万だから、そちらの方でやってきたし、今後も

やっていきたい、乙ういう乙とで、それはそれとして了承しますが、大

型船が入ってきたらという乙とですでにもう数年経っているわけですが、

乙れ見込みがあるんですか。その辺だけをちょっとお聞きしたいんです

が……B

O経済部長(吉岡政雄君) 昨日もお答えしておりますように、年度当

初に県土木の方に行きまして、 61年度行われる事業の中で大型船が来

るか来ないかという乙とを聞きはいきまして、来るという時点がわかれ

ばそれによって、昨日御答弁申し上げましたような方向で進めていきた

い、乙のように考えております。

08番(日下君敏君} 本議会lとは、館山横橋lと関する請願も出ますの

で、請願ももし採択されましたならば尊重の上にやっていただきたいと

思います。

最後の国民健康保険税でございますが、今議会で 7人の議員が通告い

たしましたが、実にその 4人までが国民健康保険税が高いから何とかな

らないかという乙とで、同じ質問を繰り返すわけでございます。ですか

ら、私もまた重複する乙とになろうかと思いますが、事が事で大変重要

でございますので、私もたまたま最後の質問にいたしましたから、締め

くくりというような意味で、重複する部門もあるかもしれませんが、ひ

とつお聞きいたしたい。

結論を先lζ 言いますと、私は一般会計からの繰り入れをすべきだとい

う乙とでひとつ議論を進めてみたいと思うわけでございます。

乙の問題について、市長の責任を問うという乙とは全く酷な話でござ

いまして、水道事業のようなある種の経営努力をもって行い得れば、優

秀な市長さんの乙とでとぎいますから、国保会計色隆々たる黒字にいた

すと乙ろでございましょうが、何さま保険制度そのものが国の制度で降

りてきて、それを行っているだけでございますから経営努力がないとい

う乙とですね。つまり、医療費が先にきてその医療費を払うために税金

を払うんだという乙とで、そ乙に企業努力というものが入りませんもの

ですから、市長さん乙れはどうだ、どうだという乙とで責めるという乙

とも大変酷なんでございます。決して責めるわけではございませんが、
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一応責任者という乙とでございますので、いろいろ市長さんはお聞きい

たしたいというわけでございます。

我々も市長を推して、市長とともにやはり制度の抜本的改正なくして

乙の問題も解決しないと思うんです。市長がおっしゃっていますように

医療一元化を図らない限り、年々医療費は増大しますから、それに基づ

いて医療費が増大すれば当然支払い側の国保税は支払わなくちゃならな

いという乙とは明らかな乙とでございますから、我々も市長を推してと

もに県なり国なりへ働きかけて、とにかく一元化をする方向にもってい

く、そういう気は一緒なんです。

しかし、きのう飯田議員の御質問に対しまして、固とすれば大体 65 

年度をめどに一元化を図りたいというような御答弁が市長からあったと

思うんですが、そうすると 65年までは一一一めどなんです、そうします

と、来年 61、 62、 63、 64、少なくとも乙の 4年間は年々、今の

状況が続く限り 25%ないし 30%の値上げが行われる、とういうこと

になるわけです。私は当面乙れを阻止すべきじゃないか。

すでに我々被保険者と申しますか、私はあえて言いますが市民であり

ます。市民はすでに増税感、増税感で参っているわけです。市長がおっ

しゃるには 40%というものが 1つの公負担の極限だ、そこにまだ達し

ていないんじゃないかという御発言でございますが、なお、市長が言う

ように館山市の場合、統計をとらせてみたんだけれども、なかなかそれ

は出ないから、という乙とですね。それが出てくれればよかったんです

カ1・・・・・・。

我々の感覚としては、金額もさる乙とながら、去年が 17%一一去年

という乙とは 60年度ですね。来年が 25%上がる。じゃあ再来年は上

げないという乙となんですか。その辺をちょっとお聞きいたしたいんで

すが、上げませんか、ぞれともやっぱり上がる乙とになりますか。

。市長(半淳良一君) 今の情勢が、ほかの諸条件が変わらない限り、

医療費は増大する、増大すれば上げざるを得ないという結論になろうか

と思います。

08番(日下君敏君} そうしますと、私も国民健康保険の一被保険者

でございますが、我々は 61、 62、 63、 64一一ーさっき言いました
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ように 65年がもし抜本がなるとすれば、ぞ乙までは当然の乙とのごと

く、しかも値上げは 25%ないし 30%の範囲で上がるわけですね。乙

れは決して市長を責めるわけではないんですが、医療費が上がるんだか

ら仕方がない、こういう乙とですね。医療費が大体毎年 1兆円の幅で上

がっている、そうしますと、結局は我々は払わざるを得ない。

そこで、 25%も上がられたんじゃ我々は因るんだ、いやしかしそれ

は仕方がないんだと言いますが一一一ちょっとお聞きしたいんですが、我

々被保険者は弱者だと思ってるんです。国保そのものが成立が相互保険

制度で成立した。つまり低所得者といいますか、そういうものの救済の

ために昭和 13年に始まった。その後会社にいる方々はそれぞれ社保と

か共済とかがある。例えば、館山市の共済の乙乙数年の値上げはどの程

度になっているか、パーセントだけで結構なんですが、お聞きいたした

いと思います。

0総務部長(川畑喜代志君) 我々、職員が加盟している市町村共済の

掛金という乙とで理解してよろしいでしょうか。そういう乙とでお答え

させていただきます。

市町村共済につきましては、組合員が掛金を払いますと同時に使用者

であります市が同額を負担しているわけですけれども、組合員が掛ける

ものは 10 0 0分の 40という乙とになっております。

以上です。

08番(日下君敏君) 私の調べましたと乙ろでは、市の共済は 58年

の伸び率がゼロ、 59年がマイナス 3. 2 %、 60年がゼロ、要するに

率が上がってないんです。そういう乙とがあるから、じゃあ我々の被保

険者ttけが毎年毎年 17%、 25%もとられるのか、乙ういう税tζ対す

る不満感といいますか、不公平感が乙の辺tζ 出るわけでございます。

そ乙で、じゃあどうするんだというような場合、きのうからの質問の

中で、市長が前向きな御答弁をいただきましたんで、つまり特別会計で

処置できなくなった場合は、一般会計からの繰り入れを考慮する、検討

をせざるを得ないだろうという乙とが前向きに出ましたものですから、

それを一歩進めて、一般会計から繰り出すときなんだというふうに思う

わけでございます。
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と申しますのは、まずその理由の第 1は、特別会計は特別会計だから

独立採算でやりなさい、実際そのとおりだと思うんですが、例えば独立

採算でやっております水道事業、乙の水道事業は一般会計からの繰り入

れがあるかないかというと、やっているわけです。今年度もやっている。

昨年度までは実に営業用の費用のために出して 59年度は 1t!害867万

1 000円一般会計から繰り入れている。 60年度はこれは営業じゃな

くていわゆる建設のものになりましたんですが、やはり 5100万繰り

出している。

そうすると、水道事業は井戸の方がいるわけです。井戸の方は水道を

使っておらないけれども、一般会計から繰り入れされておる。そうしま

すと、これは受益者負担、受益者負担といいますが、井戸の方は税金を

払っておるという乙とになるわけです。その理屈でいきますと、国民健

康保険もやはりそうだと思うんです。どうですか、乙ういう考えは。い

かがでしょうか。

0総務部長(川畑喜代志君) 水道会計lζ 対して市の一般会計が補助金

と申しますか、負担をしているんじゃないかというお話ですけれども、

水道事業につきましては地方公営企業法を適用しておりまして、その申

で出資ができるという規定がございます。それを受けて出賓という形で

一部出資しております。

それから、 59年度につきましては、いわゆる高額の水道制金を引き

下げという乙とで、県がそういう市町村が高額料金を引き下げるために

補助金令出すAであれば県も出じましようというセットで補助金という

制度忙な勺ておりますので、市といたしましても県がそういう制度をつ

くってある以上、一緒に補助金を出して、一般市民の方が飲む水道制金

の引き下げに寄与したいということで補助金を出しております。

以上です。

08番(日下君敏君) 水道の件が出ましたんで、乙乙でちょっと見て

みますと、水道斜金は確かに 55年のときは 39%上がった、 60年は

大体 20%近く上がってますが、 20%というのは 5年間上げなくて 2

0%ですから年率にすれば相当低くなる、乙ういう乙とですね。

そ乙で、財政調整基金そ 7000万来年度取り崩す、あと 2億あるわ
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けです。私は乙の 70 0 0万という数字そのものがわかりませんが、 1

億なら 1億出すべきだ。それで一般会計からも繰り入れる。その繰り入

れはとりあえず予備費がありますから、予備費からできるのかできない

のか、それだけお聞きしたいんですが……。

0総務部長 υ11畑喜代志君) 一般会計で国保会計lζ対して補助すべき

だという乙とであれば、予備費で充てるという乙とも可能かと思います。

以上です。

08番(日下君敏君) もし、それが充てるという乙とができれば 20 

o 0万来年度計上しである、さらに財政調整基金が 7億 70 0 0万ほど

昨年 12年末においであるわけでございます。来年度予算では財政調整

基金は一切取り崩きない、そのままそっくり来年度は残る、市御当局は

乙れを大型事業に使うために留保したというととでございますが、私の

感覚とすればもう危機的状態にきておりますから、何としても一----<今や

れとは言いませんが、時期的に来年度からひとつ一般会計からの繰り入

れをして少しでも上げ幅を下げるべきだと思うわけであります。

特別会計が閉まるのが 5月末ですか、 6月lとなれば乙としの国保の収

支状況が判明いたすわけでございます。先ほど来の御答弁ではどうも乙

としは剰余金が出ない、出ないという乙とになりますと財調lζ積み立て

る基金が全くない、乙ういう状態です。そうすると限りある一一一あと 2

億 30 0 0万で 4000万取り崩しますと 1健近〈しかない、来年度 7

000万使えばあとまあまあ 2年ぐらいもつのかというととになるわけ

でございます。

そういう乙とで、ひとつ乙の際、我々の感覚とすれば年々 20%から

3 0 %も上がるというのはどうも異常だ、少しでも乙の下げ幅一一大体

1 0 0 0万つぎ込めば 1%下がる、館山市の医療費から見て。ですから、

例えば予備費を 2000万つぎ込めば 2 %下がる、財調を 1憶なら 1億

一一木更津は大体 1憶を取り崩して 1俸の一般会計を入れている、富津

もやってるそうで、君津も一般会計から繰り入れておる。例えば 1{:患の

半分 50 0 0万でも入れば 5%、そうすると 8 %から 10 %は下げられ

得る一一私は下げられ得ると思うんです。

しかし、乙の問題は 6月の決算を見まして、また御質問させていただ
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きたいと思います。

時聞がきましたんで、乙れで終わります o

O副議長(伊藤幸太郎君) 以上で 8番議員君の質問を終わります。

以上で通告による行政一般質問を終わります。

散 会午前 11時 49分

。副議長(伊藤幸太郎君) 本日の会議は乙れにて散会といたします。

次会は、 3月 10日午前 10時開会とし、その議事は一般議案及び補

正予算の審議といたします。

なお、乙の際申し上げます。昭和 61年度各会計予算tζ対する質疑通

告の締め切りは 3月 10日正午まででありますので、念のため申し添え

ます。

。本日の会議tζ付した事件

1 行政一般通告質問
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